
離 

婚 

協 

議 

書 

 

夫 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
以
下
、
甲
と
い
う
）
と
妻 

 
 
 
 
 
 
 

（
以
下
、
乙

と
い
う
）
は
、
離
婚
に
付
い
て
協
議
し
た
結
果
、
以
下
の
通
り
合
意
し
た
。 

記 

一
．
甲
と
乙
は
、
協
議
離
婚
す
る
こ
と
と
し
、
離
婚
届
に
各
自
署
名
捺
印
し
た
。 

二
．
甲
は
、
乙
に
対
し
て
①
財
産
の
分
与
と
し
て 

 
 

万
円
、
②
甲
は
、
平
成 

 

年 
 
 
 
 
 
 

月 
 

頃
か
ら 

 
 
 
 
 
 

と
交
際
を
始
め
現
在
に
至
る
ま
で
不
倫
の
関
係
を
続

け
て
い
る
事
を
認
め
、
慰
謝
料
と
し
て 

 
 

万
円
を
、
平
成 

 

年 
 
 

月 
 
 

日
ま
で
に
乙
が
指
定
し
た
次
の
銀
行
に
送
金
し
て
支
払
う
こ
と
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

銀
行 

 
 
 

支
店 

 
 
 

口
座
番
号 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

口
座
名
義
人 

三
．
甲
と
乙
は
、
離
婚
に
伴
う
財
産
上
の
問
題
は
、
前
記
の
二
．
の
定
め
に
よ
り
す
べ
て
解

決
し
、
他
に
何
も
請
求
し
な
い
事
を
約
す
る
。 

四
．
甲
と
乙
の
間
の
子
供 

 
 
 

（
以
下
、
丙
と
称
す
）
の
親
権
は 
 
と
す
る
。 

五
．
甲
は
、
乙
に
対
し
て
養
育
費
と
し
て
毎
月 

 

万
円
を
丙
の
年
齢
の
満 

 

才
の
誕
生

日
の
属
す
る
月
ま
で
甲
が
指
定
す
る
口
座
へ
送
金
し
て
支
払
う
こ
と
と
す
る
。 

六
．
万
一
、
甲
が
右
の
約
束
の
期
日
に
支
払
を
惰
っ
た
時
は
、
強
制
執
行
を
受
け
て
も
異
議

申
立
て
を
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

 

平
成 

 

年 
 
 

月 
 
 

日 

住
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

甲 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

印 

住
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

乙 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

印 

以
上 

こ
の
文
書
は
、
著
作
権
で
保
護
さ
れ
て
い
ま
す
。
無
断
転
載
を
お
断
り
し
ま
す
。 

㈱
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
ア
イ

http://www.koushinjo.com/

